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平成２８年度 事 業 計 画 

 

 

平成２７年度の国内経済状況は、アベノミクス政策の効果により、大企業を中心に多

くの産業で雇用状況の改善が続いたものの、中小企業では人手不足感が高まっている。

また、為替は急速な円安が進んだ結果、原材料などの値上げが続いているが、一方では

世界経済の低迷による原油需要の減少で原油価格が低下し、電気、ガス等をはじめとす

るエネルギー関連費の増加は抑制された。 

国内の物価上昇は当初のインフレ目標を下回る状態が続いており、物価上昇目標達成

には厳しい状態が続くのではないかと懸念されている。 

また、秋に内閣改造が行われ、「新三本の矢」による少子高齢化という構造的な課題に

チャレンジする「1 億総活躍社会」作りが表明された。我が国の人口減少に伴い、多く

の産業において若年労働者を含めた雇用問題が指摘されており、東京に一極集中する状

況の是正による地方の活性化や、若者が将来に夢や希望を持てるようになり、多くの国

民が活躍できるような社会になることが期待される。 

自動車整備業界においては、整備需要の根幹であります自動車保有台数は平成２７年

１１月末現在、約８１２２万台と前年比２８７千台、０．３５％増加の状況となってお

り、自動車保有構造は経済的負担の低い軽自動車への移行が依然として進んでおります。 

このような状況の中、平成２７年度に日整連が行った調査の総整備売上高は、５兆  

５１３３億円、前年度と比較すると３６億円減（０．１％減）とほぼ横ばいの結果とな

り、作業内容別では、「事故整備」が５．９％減少しましたが、「車検整備」が１．０％、

「定期点検整備」が６．８％、「その他整備」が１．５％増加しました。 

このような状況にあって、整備業界においては、少子化の影響から従来のような自動

車整備学校の新卒者を含めた若年労働者の採用が難しくなっており、また、急速に進ん

でいる自動車の整備技術の高度化に向けた対応も同時に求められ、整備業界を取り巻く

環境は引き続き厳しい状況にあります。 

また、技術進歩により高度な電子制御を採用したプラグインハイブリッド車や、水素

を燃料とした燃料電池自動車、また、ユーザーの安全に対する意識の変化に伴い衝突被

害軽減ブレーキなどの安全運転を支援するシステムを装備した車両が増加しており、そ

れに伴う高度な診断技術と整備技術が求められております。 

 こうした新技術への対応、整備技術の向上を図るため、「スキャンツール基本・応用

研修」に加え、より高度な診断技術力の習得のための「スキャンツールステップアップ

研修」を実施して参ります。 

当会の平成２８年度事業としては、以上のような自動車整備業界を取り巻く諸環境を

踏まえ、自動車の安全確保と環境保全はもとより、自動車分解整備事業の適正化と点検

整備の普及促進を図るとともに、会員サービスの向上に努め、整備業界の活性化を推進

するため、以下の諸事業を実施することとします。 
 



2 
 

１．「意見公表、調査研究」としては、自動車ユーザーに対する点検・整備及び検査 
制度に対する要望と問題点をとりまとめ、振興会としての意見を行政庁並びに日整連 
に具申し、また、整備事業に関する法制・税制関係法令の情報収集を行い、実態に即 
した適切な運用・改善を要望するとともに、整備事業者等への情報提供に努めます。 

また、今後の整備業界の動向を推測すべく各種調査・解析等を実施し、結果を公表 

します。 

  

２．「広報活動」としては、会報誌「静整振情報」の編集、発行を行うとともに紙面 

の充実を図ります。また、将来的にはペーパーレス化に向けての検討を行います。 

定期点検整備の促進をより効果的に行うため、テレビ・ラジオＣＭを主体にインタ

ーネット・ポスター・チラシ等を活用したユーザーへのＰＲ活動を効果的に実施しま

す。 

  

 ３．「必要な講演又は講習の実施」としては、「スキャンツール活用研修会（基本研修・

応用研修）」、「スキャンツールステップアップ研修」及び「新技術・新機構に関する

研修」並びに「低圧電気取扱い講習（ハイブリッド車）」等を開催し、新技術の的確

な対応に取組みます。 

整備事業関係に関する法令・通達等について、行政庁が行う整備主任者、自動車検

査員等研修会に協力し、円滑な実施と内容の周知を図ります。 

  さらに指定整備事業者等研修会を開催し、整備事業者へ情報提供を行います。 

 

４．「使用者対策」としては、自動車ユーザーの信頼を得ることができるよう、整備相

談窓口における相談体制の適切な運用を図ります。 

自動車の定期的な点検整備の必要性や保守管理意識の高揚を図るため、国が推進す

る「自動車点検整備推進運動」並びに「不正改造車排除運動」に積極的に参加すると

ともに、会員の協力により各地域において、「自動車点検整備推進全国キャンペーン」

の一環として「マイカー点検教室」、「マイカー無料点検」を実施します。 

静岡県が主催する「交通安全県民フェア」に参画して、自動車ユーザーに対して定

期的な点検・整備の必要性や保守管理意識の醸成等を浸透させます。 

 また、自動車エコ整備を訴求ポイントとした定期点検整備の促進と長期使用車両の

推奨点検整備実施の推進を図ります。 

 

５．「行政協力」としては、行政当局、警察、支部等の協力の下、一般道路で実施する

車両の「街頭検査」にて、車両の点検指導並びにアドバイス、排気ガス測定、定期点

検整備の啓発、安全運転の呼びかけ等を行う他、交通安全運動期間中の啓発活動、静

岡県が主催する「交通安全県民フェア」に参加・協力し交通公害と事故の防止に貢献

します。 

さらに「青色防犯パトロール実施者研修会における自動車点検講習」等においては、

日常点検・故障への対応について具体的な方法の実技指導並びにアドバイスを実施し

ます。 

整備業界の社会貢献については、県教育委員会に協力し、「こども１１０番の店」活
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動や中学生を対象とした「職場体験学習」の受け入れ事業場の拡大を図ります。 
 

６．「自動車整備技術の向上及び自動車整備事業の運営、改善に関する相談、指導」

としては、会員がＩＣＴ化の活用促進対策として平成２９年度から実施される予定の

継続検査ワンストップサービスに対応するため、日整連が運営を予定している保適証

システム並びに関係団体で使用する共同申請システムについて、全体の仕組み、利用

方法等に関する研修会を実施します。 

 また、自動車整備技術の向上と整備事業の運営をサポートする情報提供環境を推進

するとともに、魅力ある職場環境作りの支援を行っていきます。 

自動車分解整備事業者の新規・変更及び事業場の運営について申請書類の作成相談

並びに指導を行い、指定自動車整備事業場に対し、法令順守の励行等の指導に取り組

みます。 

さらに、自動車ユーザーからの整備に関する苦情・相談や会員からの整備の問合せ

等に適切に対応してまいります。 

  故障相談事例等の情報の収集に努め、身近で役立つ情報の充実を図ります。 

  また、公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター友の会とともに暴力団排除や

不当要求排除運動に取り組んでまいります。 

 

７．「その他事業」としては、自動車整備士養成の質的向上を図り、自動車整備技能登

録試験の円滑な実施に努めます。 

  また、国が主催する自動車整備士技能検定試験に協力し、その円滑な実施に貢献し

ます。 

ＦＡＩＮＥＳの加入促進及び積極的な活用推進並びに自動車排ガス測定器の定期校

正への対応に努めます。 

  将来の振興会事業の活性化を推進するため、支部における若手経営者等の育成に向

けた青年部会の立ち上げと様々な情報収集や共有の情報交換のできる組織づくりの

支援に努めます。 

 

８．「総会・理事会、委員会及び共益事業」としては、定款に定められた会議を中心と

した諸会議を開催し、円滑な諸事業の推進を図ります。 

静整振会長表彰を実施するとともに、関係行政庁に対する功労者表彰等の具申を行

います。 

静岡県自動車整備商工組合との連携を図り、事業経営に協力します。 

自動車関係団体と連携、協力を図るため諸会議、各種セミナーに参加します。日整

連が推進する共済保険等の普及促進を図るとともに、自動車整備国民年金基金の普及

促進に努め、自動車整備事業の経営基盤強化を図ります。 

 
９．「その他」としては、一般社団法人としての適正かつ円滑な運営に努めます。 

 


